
令和８年度海外派遣事業への応募に係る補足事項 

 

国立大学図書館協会人材委員会事務局 

 

応募時の留意点について補足します。 

 

１．応募・選考スケジュールについて 

応募締切 令和８年３月３１日（火） 

選  考 令和８年４月中旬～５月中旬 

決定通知 令和８年５月下旬（予定） 

なお、応募時期が派遣年度の前年度となるため、「海外派遣事業応募要領」で次のように規

定しています。 

（書類提出後の変更及び辞退） 

第９条 

２．書類提出後に所属等の異動があった場合には、別途通知する期限までに変更の

届出を行うものとする。 

令和７年度からの変更事項届出期限は、令和８年４月３日（金）を予定しています。応募機関

に対して、改めてご連絡します。 

 

また、オンラインによる国際会議等への発表・出席については通年で応募可能となりました。

選考、決定通知はその都度行います。手続き上、参加日の 8 週間前までに応募してください。 

 

２．１会員からの応募人数について 

「海外派遣者選考基準」では、 

第２条 派遣者は、派遣年度毎に、１会員について１名とする。 

と規定しており、同一派遣年度内では１会員につき１名の派遣となりますが、応募に際しては、１

会員から複数の提出があってもかまいません。 

ただし、「海外派遣事業応募要領」で 

第３条 

（２）短期（１週間程度） 

（３）オンラインによる会議等での発表 

なお、（２）及び（３）はグループによる応募も可とする。ただし、グループ

は、異なる会員に所属する職員で構成するものとし、グループ代表者を

定めて応募することとする。 

と規定しているとおり、グループで応募する場合、同一グループ内では１会員から１名しか応募

できません。 

 

３．応募書類について 

（１）計画書について 

「海外派遣事業調査研究等計画書」は、【長期派遣】用、【短期派遣・個人】用、【短期派遣・グ

ループ】用の３種類に分かれていますので、応募する種類に応じた計画書様式を使用してくだ

さい。なお、オンラインによる国際会議の発表・出席の場合は「海外派遣事業応募要領」で 

（提出書類） 

第 7 条 

（２）【中略】 



また、第 3 条（３）の応募は別紙様式２-２を使用する。 

とのみ規定しておりますが、複数名での発表の場合は様式 2-3 を使用してください。 

 

（２）訪問機関への連絡調整、国際会議の発表・出席に関する説明について 

より具体的な計画の提出を求めるため、「海外派遣事業応募要領」で次のように規定してい

ます。 

（提出書類） 

第７条【中略】 

（２）海外派遣事業調査研究等計画書（別紙様式２） 

なお、計画作成時に、主要な訪問機関に対して必ず連絡調整を行い、

計画書に訪問先の担当者名等を記載するものとする。国際会議の発表・

出席（申請中を含む）の場合は、その開催要項及び申請書類を添付する

ものとする。 

訪問を予定している主要な機関に対しては必ず、当事業の派遣者として決定した場合の訪

問日程や目的等の連絡調整を行った上で、計画書に先方の連絡担当者氏名・所属・メールアド

レスを記入してください。 

国際会議の発表・出席については、申請中の場合を含めて、会議の開催要項及び申請書類

を添付してください。オンラインによる国際会議の場合も同様に、会議の開催要項等の URL や

申請画面の写し、または申請予定内容が分かる書類等を添付してください。 

 

（３）グループ応募に係る提出書類について 

「海外派遣事業応募要領」では、 

（提出書類） 

第７条 応募に当たって提出する書類は、次のとおりとする。なお、提出書類は返却し

ない。 

（１）海外派遣事業推薦書（別紙様式１） 

（２）海外派遣事業調査研究等計画書（別紙様式２） 

なお、計画作成時に、主要な訪問機関に対して必ず連絡調整を行い、

計画書に訪問先の担当者名等を記載するものとする。【中略】 

（３）海外派遣事業所要経費積算書（別紙様式３） 

と規定しています。短期派遣もしくはオンラインによる会議等での発表にグループで応募する

場合は、上記（１）～（３）の書類を、１会員につき１通ずつ提出してください。ただし、（２）の書類

中、「２．調査研究等の内容について」は、「調査研究等の概要」欄の〔応募者本人の内容〕を除

き、同一グループ内で同内容としてください。〔応募者本人の内容〕には、グループのテーマの

中でも応募者本人が特に関心を持ち重点的に調査研究等を行う内容を記入してください。 

 

（４）応募書類の提出方法について 

「海外派遣事業応募要領」では、 

（応募の方法） 

第５条 応募者は、所定の期日までに、会員の代表者の推薦書を添えて必要書類を

協会会長に提出する。ただし、第３条（３）については通年での応募を可能とする。 

（応募の期限） 

第６条 応募の期限は、派遣年度の前年度の３月末日とする。ただし、郵送の場合

は、当日までの消印があるものは有効とする。なお、第３条（３）については、発表予

定日の８週間前を期限とする。 

と規定しています。会員の代表者は館長を指します。提出書類は、以下の送付先に電子ファイ



ルで提出してください。 

 

【送付先】 

国立大学図書館協会人材委員会事務局（東北大学附属図書館総務課情報企画係） 

e-mail： janul-hrd-jim@grp.tohoku.ac.jp 

 

４．派遣年度毎の派遣人数について 

「海外派遣事業実施要項」では、 

５．派遣人数 

派遣者は、派遣年度毎に、前項の（１）〜（3）それぞれ次のとおりとする。 

（１）長期：１名程度 

（２）短期：３名程度 

（３）オンライン：3 名程度  

と規定していますが、応募状況や応募内容によっては、派遣者の人数を増減する場合がありま

す。 

例えば、当該年度内に短期の応募が少ない場合、または、応募内容により、長期２名・短期２

名とする場合もあります。 

また、（３）については、発表する方のみが対象となります。会議等に出席するだけの場合は

本事業の対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

５．負担経費について 

協会が負担する経費には、旅費（旅客運賃・日当・宿泊料）及び国際会議等登録料が含まれ

ます。旅客運賃の支給区間や日当・宿泊料の支給額、バンケット代等の支給範囲等、旅費及び

国際会議等登録料の計算は、各法人の旅費規程等により行ってください。 

また、各経費については、事務局から積算の根拠となる資料（見積書等）の提出を求めること

がありますので準備しておいてください。 

オンラインによる国際会議等での発表の場合、参加登録料以外にも、発表に係る必要経費と

して海外派遣者選考委員会において認められる場合は協会が負担する経費に含まれます。応

募時には、別紙様式３の「所要経費積算書」の「その他必要経費」欄に参加登録料以外の経費

の総額を記入のうえ、参加登録料とそれ以外の必要経費が分かるよう内訳を別紙（様式自由）

として添付してください。 

 

６．派遣に係る報告について 

「海外派遣事業応募要領」では、 

（派遣に係る報告） 

第８条 派遣された者は、帰国後すみやかに報告書を作成し、派遣年度内に協会会

長に提出するものとする。また、原則としてその成果を『大学図書館研究』に投稿す

るものとする。 

２．前項に定めるもののほか、協会関連行事その他の場で、上記の報告に関連した成

果を公表するように努めるものとする。 

と規定しています。第 1 項に記載の通り、原則として『大学図書館研究』に成果を投稿する必要

がありますが、オンラインでの事例発表などを行った場合で、報告が簡易となるものはほかの

適切な手段での成果の共有も認められます。 

 

なお、報告書の様式は問いませんが、国立大学図書館協会ビジョン 2025 行動計画 1-2-

1「図書や雑誌、電子ジャーナルやデータベース、電子書籍やオンライン教材、読書バリアフリー

に資する資料等の利用状況等を把握した上で適切な整備につとめる。」に則り、Word ファイル

mailto:janul-hrd-jim@grp.tohoku.ac.jp


の他、読み上げソフト用テキストデータも作成してください。テキストデータ作成の規則は定まっ

たものがありませんが、所属機関のバリアフリー支援部署等で、講義資料等のテキストデータ

作成の際のマニュアルを作成しているかもしれません。また、国立国会図書館の学術文献のテ

キストデータ製作仕様も参考にしてください。 

https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-02-02.html 

 

７．応募のための参考情報 

（１）ウェブサイトによる過去の派遣状況の公開 

国立大学図書館協会ウェブサイトの海外派遣事業のページで、今回の募集内容の提供に加

えて、これまでの派遣実績や成果公表の状況を掲載していますので、参考にしてください。 

https://www.janul.jp/ja/operations/overseas 

 

（２）人材委員会での応募サポート 

国立大学図書館協会人材委員会では、応募を検討する際の疑問・質問をメールで受け付け

ます。応募を検討されている機関または本人から、お気軽にご相談ください。 

e-mail: janul-hrd-jim@grp.tohoku.ac.jp 

 

  今年度は、海外派遣事業にかかる疑問や不安を解決するため、経験者によるセミナーを開

催します。詳細は、別途チラシをご覧ください。 

    ■海外派遣事業セミナー「経験者に聞く海外派遣」 

      2025 年 12 月 17 日（水）11：00-12：00 （オンライン開催） 

 

さらに、応募を検討する際のサポートとして、本事業の派遣経験者からの計画書作成・派遣

準備等のノウハウを共有する場として、オンラインでの説明会（相談会）を開催予定です。詳細

はおって国大図協ウェブサイトやメーリングリストでご案内します。 

 

https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-02-02.html
https://www.janul.jp/ja/operations/overseas

